
国土交通省観光庁の監督のもと、個票データの作成は「訪日外国人消費動向調査の実施に係る業務」の受託事
業者（実査事業者）が行い、個票データの審査や調査結果の集計は「訪日外国人消費動向調査の集計・分析
に係る業務」の受託事業者（集計事業者）が行います。

【実施の流れ】
国土交通省観光庁 （１）調査方法と調査票の設計

↓
（２）調査員の手配と指導、調査港への申請

↓
実査事業者 （３）調査港での聞き取り調査の実施

↓
（４）個票データの作成

↓
（５）個票データのクリーニング（データ審査）

↓
集計事業者 （６）個票データの欠測値補完

↓
（７）調査結果の集計

↓
国土交通省観光庁 （８）調査結果の公表

集計業務の実施系統・実施の流れ


